
「やまなし土木施設環境ボランティア」
随時受付中

美化活動に必要な物品を支給します！

詳細は裏面をご覧ください

活動事例（道路）

皆様のボランティア活動で快適で魅力ある道路（河川・公園）に！

整備前 整備後



☆内容 県が管理する身近な公共空間である道路、河川及び公園の一定区間で
清掃、除草や花の植栽などの美化活動に取り組んでいただくものです。

★登録の条件★
○対象団体 自治会、老人クラブ、企業、学校、有志の集まり など
○団体人数 ５人以上
○対象施設 県が管理する道路、河川、公園が大半であること
○対象規模 概ね延長１００ｍ以上又は面積２００㎡以上

☆県からの支援 活動に必要な道具類の支給、参加者の傷害保険への加入など。
（※支給物品及び保険の適用範囲には制約があります。）

☆登録までの流れ 各地域を管轄する建設事務所に、環境ボランティア届を提出して
ください。

↓
１年間の活動予定・参加予定人数を教えてください。（活動計画書）

↓
活動計画書を元に活動をお願いします。
（ゴミについては、各市町村にお願いして処理します。）

↓
年度末には、活動報告をお願いします。（活動報告書）

★詳しくは、山梨県ＨＰをご覧ください。

☆★☆応募方法☆★☆
市川三郷町、富士川町、身延町(旧中富町、旧下部町)での活動は、

峡南建設事務所の担当課にお気軽にお問い合わせください♪♪

山梨県 環境ボランティア

道路課 道路維持担当
055-240-4128

河川砂防管理課 管理担当
055-240-4122

都市計画・建築課 都市計画担当
055-240-4120

～やまなし土木施設環境ボランティアとは～

検 索

公園

道路

河川


	スライド番号 1
	スライド番号 2

